
計量器定期検査の対象は、 です。 

  

家庭用のはかりや、「検定証印」等が付いていない計量器は、計量法で定める定期検査の 

対象（特定計量器）ではないので、ご注意ください。（詳しくは、裏面をご覧ください） 
 

 
 

あなたが使っているはかりは、どれでしょう…？ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※会場にお持ちになられたはかりが対象外の場合は、検査をお断りさせていただきます。予めご了承ください。 

はかりや検査について、ご不明な点がありましたら、高知市計量検査所（電話 802-5753）までお問い合わせください。 

 

 

はかりの本体に 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

↑ どちらかが 

ついている？ 

 

はかりの使い道は 

「取引・証明」に 

あたりますか？ 

 

※「取引・証明」の 

詳細については、 

裏面をご覧くだ 

さい。 

 

はかりの本体に 
 

 
 

↑このマークが 

ついている？ 

取引・証明用に販売されているはかりであっても、用途が取引・証明でな

ければ（重さを商品等に記載しない目安のみの計測など）であれば、計量

法における検査の義務はありません。 

取引・証明以外の用途（家庭用等）のために販売されている

はかりです。 
計量法における検査の義務はありませんが、取引・証明のために使用する

と計量法違反となります。ご注意ください。 

このマークがなく、「取引・証明以外用」という記載もない場合、検査

所では検査そのものができない高精度のはかりである可能性があり

ます。製造元もしくは販売店等でお問い合わせください。 

いいえ 

は い 

いいえ 

いいえ 

は い 

は い 

引き続き取引・証明に使う場合、 

２年に一度の定期検査が必要です！ 
※合格した計量器には、合格シールを貼ります。 

←2025 年 

定期検査 

合格シール 


